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ラオスにおける土地に関する事業について 

 

2022年 9月 14日 

One Asia Lawyers ラオス事務所 

1. 背景 

 

ラオスでは、16 年ぶりに土地法が改正され、2020 年 8 月に「改正土

地法」が施行されています（詳細は 2020 年８月 31 日付けのニュー

スレターを参照ください）。同土地法には、土地に関する事業につ

いては、第 156 条から第 158 条に事業の種類と条件の一部等が規定

されているのみで、詳細はありませんでした。 

 

今回、ラオス天然資源環境省は、土地に関する事業を全国統一的に管理するため、2022年 8月 25

日付で「土地関連事業に関する天然資源環境大臣による合意（No.4392）（以下、合意）」を発行

しました。同合意においては、土地関連事業におけるマネー・ローンダリング（資金洗浄）及び

テロ資金供与対策に関する規定も含まれています（第 30条、第 31条）。 

 

ラオスの土地は、ラオス憲法第 17条において、「国家共同体の所有に属し」とある通り、何人も

土地を所有することができず、「永久的土地使用権」が、ラオス国籍者のみに認められています。

このようなシステムの中、外国人や外国法人がどのようなかたちで、土地関連事業に参入できる

のかも含めて、解説いたします。 

 

２．土地関連事業の種類と事業者の条件 

土地に関する事業は、以下の通り 4種類あります（第 14条）。 

（１）土地の測量サービス業 

（２）土地の査定・評価サービス業 

（３）土地使用権の売買業 

（４）土地使用権の売買に関するコンサルティング及びその他土地に関連するサービス業 
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上記の事業の中で、外国人1、外国法人が参入できるのは、土地の測量及び査定・評価に関するサ

ービス業のみと規定されおり、土地使用権を取扱う業務は許可されていませんので、留意する必

要があります（第 6条）。 

 

３． 土地関連事業許可証（以下、事業許可証）の申請手続き 

申請から事業許可書の発行までの手続きは以下の通りです。 

（１）申請書類の審査（第 10条） 

第 7 条に記載の必要書類を揃えて天然資源環境省土地局又は県レベル・首都ヴィエンチャンの天

然資源環境局（以下、天然資源当局）へ提出します。天然資源当局は、5 営業日以内に書類を審

査します。 

 

（２）事業における最終的な利益取得者及び法人管理者の審査（第 11条、第 25条から 29条） 

マネー・ローンダリング（資金洗浄）及びテロ資金供与対策として、当局内部ガイドラインに従

い審査が行われます。主に、会社の取締役、株主、幹部の履歴、事業資金源のチェク等が行われ

ます。また、事業開始以降も、役員等に変更があった場合など適宜審査が行われます。 

 

（３）法人事務所の現地査察（第 12条） 

天然資源当局による現地査察実施日の遅くても 3 日前に文書にて通知があります。査察では、主

に事業実行可能性調査（フィージビリティスタディ）の報告書に基づき、専門家などの人材が適

切に配置されているか、機材等が揃っているかなど、情報収集が行われます。当局による査察は、

最大で 10日間実施されます。 

 

（４）事業許可証の発行（第 13条） 

 

                                                           
1  外国人：①ラオス国籍以外の国籍を保有し、ある任務のため契約に基づき、もしくは期限付きで一時的ないし

長期的に滞在している外国人②ラオス領土内に暮らしている国籍を持たない無国籍者③ラオス永住権を所有して

いる外国人④ラオス国籍を保有している外国人 
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中央の商工省から企業登録書が発行されている場合は、天然資源環境省土地局へ事業許可申請行

い、天然資源環境大臣による合意が出されてから 3 営業日以内に当局から事業許可証が発行され

ます。 

県レベル・首都ヴィエンチャンの商工局から企業登録書が発行されている場合は、県レベル・首

都の天然資源環境局へ事業許可申請行い、県知事又はヴィエンチャン都知事の合意が出されてか

ら 3営業日以内に天然資源当局から事業許可証が発行されます。 

 

４．土地関連事業許可書について 

事業許可証は企業登録後に申請を行います。事業許可証は、3 年間有効で更新することが可能で

す。ただし、更新の時期は、期限満了の 90 日前に更新手続きを行う必要がありますので、ご留

意ください（第 21条）。 

 

５．土地関連事業者の責務について 

すでに土地関連事業を行っている事業者で、同合意に従い事業許可証を取得していない場合は、

事業者の責任で適切な事業許可証を合法的に取得する必要があります。天然資源当局によるチェ

ックにより、事業許可証を取得しないで事業を行っていることを指摘された場合は、6 か月以内

に事業許可証を取得する必要があります。6 か月を超えても取得していないことが発覚した場合

は、指導、罰金などの罰則が科せられたり、民事による損害賠償金の支払い又は刑事件として提

訴されることもあります（第 52条）。 

以 上 

〈注記〉 

本資料に関し、以下の点ご了解ください。 

・今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。 

・本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。 

「One Asia Lawyers」は、日本および ASEAN 及び南西アジア各国の法に関するアドバイスを、

シームレスに、一つのワン・ファームとして、ワン・ストップで提供するために設立された日本

で最初の ASEAN及び南西アジア法務特化型の法律事務所です。 

 One Asia Lawyersラオス事務所においては、常駐日本人専門家 1名を含む合計７名の体制で

対応を行っております。コーポレート、労務、倒産、訴訟等、現地に根付いたサービスを提供し
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ております。各種フォーマットの提供や動画配信（例えば、「ラオスにおける解雇規制とその留

意点」等）を行っております。 

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。 

yuto.yabumoto@oneasia.legal（藪本 雄登） 

satomi.uchino@oneasia.legal （内野 里美） 

 

藪本 雄登 One Asia Lawyers メコン地域統括  

One Asia Lawyersの前身となる JBL Mekongグループを 2011年に設立。メコン地域流域諸

国を統括。カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー、ベトナムで数年間の駐在・実務経験を

有し、タイを中心にカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム（CLMV）の各国につき、

現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日系企業に対する各種サポートを行う。タイ国内案件、ベトナム国内

案件、CLMへのクロスボーダー進出支援業務、M&A、コーポレート、労務、税務、紛争解決案件等を担当。 

ビエンチャン日本人商工会議所事務局長（2015 年）、カンボジア日本人商工会労務委員（2014 年、2015 年）、

盤谷日本人商工会 GMS委員（2016年-）、東京都中小企業振興公社の相談員（2017年-）、中

小機構相談員（2016-）等を歴任。      

内野 里美 弁護士法人 One Asiaラオス事務所     

2016年より One Asia Lawyers ラオス事務所に駐在。ラオス国内で 15年以上の実務経験を有する。ラオス語

を駆使し、現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日系企業に対して各種サポートを行う。 
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